
伊那西部農業開発事業に関する事例的研究　（Ⅴ）

―開拓集落の酪農特化と畑地かんがいに対する意識―

木村和弘・酒井信一

儒州大学農学部　農業土木学研究室

は　じ　め　に

　前回1～4）にひきつづき，伊那西部開発受益地域内の代表的集落の営農の展開と水利用意識

について述べることとする。

　今回は酪農特化集落を対象として検討を行なった。酪農二化集落は，数は少ないものの，

経営規模も資本蓄積も大で，後継者も存在する点で，伊那西部開発地域の農業に大きな比重

を占めている。これら酪農に特化した集落は戦後の緊急開拓によって生れた集落である。

　それ故この様な集落において，今後の酪農経営に対する意識，畑地かんがいに対する意識

がどの様なものであるのかをさぐることは，品切三部開発地域の農業を考える上で大きな意

味をもつものと考えられる。

　本文では伊那西部開発地域内の9つの開拓集落の営農展開を概観しつつ，南箕輪村南原地

区を対象として検討を試みた。

　現在の経営状況の把握と同時に酪農に特化するに至った経過をみることによって，豪農特

化集落の畑地かんがいに対する社会的背景をみつめることにしたい。

　そのために第1に入植から現在の農業経営に至る経過，第2に現在の経営の実態，第3に

現在の経営の中での畑地かんがいに対する意識の三点の検討をする。

1　伊那西部開発地域内の開拓集落とその當農方法

　伊那西部開発地域に嫡9ケ所の閉拓地が存在する（図一1）。これらの集落は戦後の緊急

開拓によって誕生した。しかし入植後の踊拓集落の歩んだ道はすべて同じではない。入植条

件，地形地理的条件等の相異によって現在の営農形態が大きく異なっている。またこの様な

営農形態の獺異が現在の畑地かんがいに対する意識となって表われている。

　9つの開拓集落は北部台地と西部台地に大きく分けられ，それがそのまま営農形態の違い

となっている。

　北都台地には箕輪一の宮，大芝原，南原，西原，中の原，小黒原，上溝原の集落があり，

これらの集落は酪農に特化したり，酪農を中心にその他作醸を導入している。

　それに対し西部台地は山本，木裏原の集落で稲作特化及び多作iヨ構成集落となっている。

　この様な営農形態の相異を生じた大きな要因は，第1に水条件，第2に入植方法の違いで
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　　　　　　　　図一1　開振集落の位置
（注）　4西箕輪は行政的には南箕輪村と伊那制こ分けられる。南箕輪村

　分が西原集落で伊那市分が上溝漂である。

ある。西部台地には既存の用水路が通り，飲雑用水には不自由しなかったため営農は北部台

地より有利であった。特に木裏原集落では昭和28年に溜池を築造し，開田工事も行なわれ

た。これに対して北部台地の各集落は飲料水にも事欠くという水の制限要因が強かった。そ

うした規制要因を克服するために酪農という安定的な農業形態が指向された。また入植方法

は，北部台地の各集落では大部分が各地からの純粋な入植者で構成されたのに撰して，西部

台地，特に山本集落では隣接の集落の2，3男の入植を主とし，当初より10～30aの水田を

保有していたという点で大きく異なっていたのである。

　9集落の昭和35年から50年までの作目構成の変化を表一1に示した。

　昭和35年当時作目構成の中に水稲が取入れられているかどうかによって，その後の作鼠構

成に変化が生じている。

　水稲の存在したところでは既存の憂い集落の作層構成と似た形態の営農方法（主として稲，

桑の導入）となった。それに対して水稲のまったく存在しなかったところでは，既存の集落

とは全く異なった酪農に特化していったのである。

H　南原集落の概況と営農の展開

∬一1　南原集落の概況と調査方法

　調査対象とした南箕輪村南原集落は図一2に示すように伊那市の中心地より西方約5km

に位置し，旧くからの伊那谷と木曾谷との通路権兵衛街道沿線に広がる集落である。標高

750mから900mで東面に向って3～4度の緩傾斜をなしている。土壌は洪積層火山灰土で

おおわれ強酸性土壌である。この様な土地条件は北部台地の各開拓集落に共通的条件であっ

た。

　この地域が未開発のまま残された大きな要因は，水利の便が悪かったことである。

　複合扇状地をなすこの地域では，木曾山脈から流出する水が，伏流水となって流下するた



表一1開拓集落の作目構成の変化
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め，地下水位は極めて低く，かんがい用水は

もちろん，飲料水にも事欠く状況であった。

さらにこの地域の土地所有が部落有地や製糸

業者等の大地主の手にあったことも開発が行

なわれなかった理由の一つである。

　南原集落に隣接して西原地区がある。周じ

南箕輪村に属するが，開拓の歴史は異なり｛舜

那市の面箕輪開拓農業細岡組合に属してい

た。しかし集落内の前倒導入や酪農特化の傾

向は南原集落と極めて類似している。このた

め皿章の実態把握においては南原集落だけで

なく西原集落の農家も含めて検討を行なっ

た。

　実態分析は，昭和54年10月に行なった現地
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の土地利用調査及び畑地かんがいに対する意識調査，昭和55年8月に経営状況の把握のため

の全戸面接調査に基づいて行なう。

　調査対象農家数は南原集落32戸西原集落18戸計50戸である。このうち西原地区の2戸の

農家については多忙等の理由で面接調査の園答を得られなかった。

皿一2　南原集落の営農の展開

　南原地区は緊急開拓によって初めて鍬が入れられた。入植時から今日酪農に特化するに至

った営農の展開過程をみると次の4期に分けられる。

　第1期　入植期（昭和21年～28年）

　第2期　乳牛導入期（昭和28年～30年後半）

　第3期　酪農定着拡大期（昭和40年代）

　第4期　酪農停滞期（昭和50年代）

　上記4期においてどの様な営農が行なわれていたのかを簡単に示しておこう。

　①第1期入植期5）

　敗戦後，昭和21年緊急開拓事業の開女台により南原の地の開発が始まった。この地の開拓は

表一2に示した諸団体の入植，組合の形成により進展した。開墾地の土地配分は表一3のご

とく行なわれ，昭和27年に土地が売わたされた。この配分面積は上伊那郡の平均経営面積の

約2倍であった。

　入植後図年間の営農は，麦類，陸稲，大豆，芋類の作付けが行なわれ，主穀の確保とその

販売に仁心が行なわれた。しかし開墾直後の土壌は劣悪で各作物の反収も極めて少なかった。

その後開墾の進展と土壌改良により年を追って反収の上昇をみるに至った（表一4）。

　昭和26年には開拓組合の内容を一層高めるために醐拓青年部が設立され，適地適作を主眼

とした品種改良試験や肥効試験等を行なった。そこではミブヨモギ，大麻，ホップ等各種の

作物の導入試験が行なわれたが，それらの作物は定着しないまま消滅していった。また昭和

27年からは共同化の強化が目指され，作付や贔種の統制，果樹，大麻の地帯別集団化等の計
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　　　　　　　　　　　　　　表一2　南原地区の開拓入植状況

肺21剣献輪欄拓帰農組蛋

　　　　　村内の引揚老，復員者，2・3男等の開拓希望者を

　　　　　中心に中の原村有地の開発運動を展闘
　　　　　　　　　　↓

中の原脇膿船1，戸

地元から5人の入植，さらにこれら5入の親戚，兄弟

3人が開拓民の面倒をみるために増反老となった。こ

れら3人はすすんで役員になり土地問題や生活面での

対外折衝にあたった。

巨野縣瀦二上梛支配一
13名の入日

匝谷開拓膿齢118戸

合併一

岡谷市からの強綱疎開者が中心

昭和22年1月 腫開拓膿船一
　　　↓

西箕輪地区と併せ

て緊急開拓集剛地

として県直営で開

墾されることにな

った

匝駆・して轍参犯
　　　↓

昭和23年4月

昭和24年

隔開拓幽噺組蜀
　　　↓

1南原高下農業協同紐合…1

表一3　南原集蕗の開拓面積と配分計画 （単位10a）

耕　地　　採草炭林　　宅　地 計

開　拓　面 648 80 28 756

一戸当り配分面積 16 2 0，7 18．7

表一4　主要農作物作付並に収穫状況

作物種類

麦　　　　類

陸　　　　稲

大　　　　豆

とうもろこし

薯　　　類
：果　　　　樹

　　計

食雛自給率

昭和22年

作付面積反収
　反
40

20

30

10

100

　　石
　0．3

　0．2

　0．2

100貫

18

昭和25年

㈱磯反回
　反
80

70

50

30

50

280

　　石
　0．4

　0．6

　0．6

　1．0

200貫

40

昭和27年

鮒璽反収
　反
130

82

135

40

50

321

　　石
　1．2

　1．0

　0．8

　1．2

300貫

80

昭和30年

作付面積反収
　反
185

120

220

90

60

30

370

　　石
　1．6

　1．2

　0．8

　2．5

400貫

90

備　　考

資料：上伊那開拓十年史　PP．159．
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画がたてられてきた。

　家畜飼育は，昭和23年政府融資金の現物融資で役牛2頭緬羊4頭の導入によって始まっ

た。その後開墾の進展，経営の充実をはかるため大家畜の導入の気運が高まってきたのであ

る。

　しかし当時は，この程度の畑作経営では農家の生計はなりたたず，ほとんどの農家は現金

収入を得るためにβ雇作業等に従事しなければならなかった。

　②第2期乳牛導入期

　開拓組合は，昭和28年度を初年度として第1期営農5ケ年計画を樹立した。この計画では，

営農形態を乳牛を主体とする酪農，梨を主体とする園芸により有畜混合経営が目指された。

乳牛は各戸1頭（計40頭），梨各戸20a（計8ha）が目標とされたのである。

　この様な有畜化の動きは，昭和28年の冷害，紹和30年の畢ばつ害による一般作物の大被害

によって一層活発化した。すなわち第1に28年及び30年の災害に対して受災の少ない農業へ

の転換と第2に開拓地の熟畑化のための有機質肥料の必要性によるものであった。

　このような動きは，多くの醐拓地に共通した動きであった。

　南原地区において搾乳が開始されたのは，昭和30年であった。有畜化のための乳牛導入は

現金収入と自家肥料の供給という利点を農家にもたらしたのである。

　③第3期酪農定着拡大期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和30年搾乳の開女台後，年を経るにし
（頭）

（lo羽）

500

400

峯
総
数
30G

200

100

㈲
5
0

40

_
家
数
3
0

20

王。

②→乳牛飼育農家数
⑭一晒㊥乳牛総回数
ムー一轟肉牛飼育農家数
《一魂ト肉牛総頭数

闘豚飼育採薪数
醗州囲豚総頭．数
☆一一☆鶏飼育縫家数
☆一一☆一鶏口羽数

☆
☆

　　　20　　　　　　30　　　　　　35　　　　　　　　　　　　　45　　　　　　50　　　　　　55

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和（年）

　　　図一3家畜状況の変化
（注）昭和30年のデータは上伊那開拓十ゴ昇史によった

　二神30年以降のデータは農林業センサス集落カー
　　ドによった

たがい飼育頭数は増加していった。家畜

の導入状況を図一3に示した。昭和35年

までの乳牛頭数の増加は，飼育戸数の増

加を伴なって生じた。これは1～2頭飼

育農家の増加という形で進農していった

のである。

　当時飼育農家は頭数拡大をしたくとも

拡大できない要因が存在した。それは資

金不足の他に水の制限性セこよるものであ

った。

　簡易水道が設置（昭和33年）されるま

での間は地区内4ケ所の共同井戸によっ

て飲料水及び家畜用水が供給されていた。

この用水供給は農家にとって，極めて重

労働であり，これによって農家の頭数拡

大が阻害されていたのである溢）。

　簡易水道の設羅注2）により頭数拡大を

注1）4ケ所の共問井戸は深さ約30mもあり，巻き上げつるべが設置されていた。当時乳牛1頭につき

　約606の飲雑用水が必要とされ，水のくみ上げ作業は極めて重労働であった。

注2）周辺の南原，西凍，中の原の3集落が既存の火回部落の水田∫目水路の改修（土水路からコンクリ

　　ート水路への改修）をすることにより，浸透水となっていた水量が3集落の水道用水となった。
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隠害する一つの要囚は解消された。

　昭和35年以降は，飼育戸数の減少を伴なう形で頭数拡大が進展する。そしてさらに39年に

は9戸の農家の離農に伴ない，離農者の耕地を購入して経営規模を拡大する層が出現した。

これらの農家は飼育頭数を増加させていった。

（o・1hの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一方昭和28年第1∫σ1営農計磯で示された
600

50G

作

付

400

醐

積
300

200

100

ゆ一⑪いね（30年は陸稲〉
凹凹・雑穀（30年は麦：霞fl）

騒いも類
婦まめ類（30年は大豆）
齢工芸f乍物

瞬←挙果1釘
辱→桑
◎一⑨鱗手用作物（30年はと
　　うもろこし）

　　　　　30　　　　　35　　　　　　　　　　　　　45　　　　　 50　　　　　 55

　　　　　　　　　　　　　　　　　昭稗（年）
　　　図一4　各作物の作付面積の変化
（注）昭和30無のデータは上伊那開拓十年史によった

　昭和35年以降のデータは農林業センサス集落カ
　　ードによった

農家が減少し，専業農家の増加という形が出現した。

そして酪農による規模拡大層の尊業化と離農指向の2兼農家の出現という階層分解が進んで

くる。酪農々家は昭和50年まで一貫して頭数規模を拡大してきており，一戸平均17頭の飼育

を行なうようになった。

　④　第4期　酪農停滞期

　昭和50年に入ってそれまで一貫して続いてきた急激な頭数拡大は若干鈍化する。しかし頭

数規模拡大の鈍化の中でトラクター等の農業機械や牛舎等の改築，畜舎内装劣等の設備への

投資を行なう農家が増大している。これら投資は各種補助事業や農業近代化資金等を取入れ

梨栽培は，3！年より12戸の農家により集団

栽培が行なわれ，34年より出荷が開始され

た。しかし，これも長続きせず40年には出

荷が止められてしまったのである注3）。　図

一4に示す様に各作物の作付面積は，飼料

作物の急激な増大の中で，のき並減少をし

ていくのである。この様な家畜の飼料の確

保が可能となったため飼育頭数も増加の一

途をたどった。

　飼育頭数の増加により農家の経営も安定

化の方向を回してきた。昭和20年代には開

拓地営農だけで生活をまかなえる層は極め

て少なかった注4）。このため現金収入を得

るため冬期闘の幽稼ぎや農繁期の農業日雇

などが行なわれてきた。この様な状況は昭

和40年に入って酪農の安定に伴ない順次解

消されていった。

　昭和35年当時はきわめて多かったし兼業

　　これは！兼農家の専業農家化である。

滋3）その理由は農薬代，機餓費が高く，栽培管理に手間がかかったためである。酪農と比較して収益

　性が悪いとの理由であった。

注4 p叢難論鶯壕藷　家識鵬点心郵
　が賄える割合は，次表の通りであ　　　　　　70％以上　　　　1ggi

　　る。文献5）による　　　　　　　　　　　　70　～　60　　　155i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60　　　～　　　50　　　　　　　　67　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50　弩　　ラ1（1　添彗　　　　　　　　40　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講　　　　　　461i

闇％
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43戸

60％

○一◎総農家数
⑬一一⑩媒業農家数

品第1種兼．業農家数
麗一綱第2種兼業農家数

30戸i　32昇テ

　　　28％47％44％

17％　　7％28％
2％　　　　12％　　　　　1796

20　　30　　35　　　　　45　　50　　55　　鐸召零［…（脅三〉

　図一5農家数の変化

79

て行なわれている。特にトラクターの購入，

更新は著しいものがあり，：更新期間の短縮

化と馬力数の急激な増加がみられる。

　しかし一方で昭和54年より乳生産の生産

自主調整が行なわれ，酪農生産に対しても

厳しい状況が生まれている。

　昭和30年から55年までの農家数の変化及

び経営耕地面積の変化を図一5，表一5に

示しておこう。現在の営農状況の検討は次

章以下で行なうことにする。

表一5経営耕地規模の変化 （）割合％

年 次

年
年
年
年

門
D
　
「
0
　
0
　
F
O

g
U
　
4
　
5
　
5

和昭

経 営 耕 地 規 模

0。5ha乗満　　G。5～1．0　　1．0～2．0　　2．0～3．0　3．Oha以上

1（2）

10（23）

4（13）

5（16）

0（0）

3（7）

3（10）

4（13）

44（96）

王0（23）

3（10）

2（6）

1（2）

18（42）

14（47）

13（41）

0（0）

2（5）

6（20）

8（25）

ユ

45戸

43

30

32

皿　南原地区農業の実態注5）

皿一1　現況ニヒ地利用

　南原地区の土地利用状況は図一6の通りである。これは昭和54年10月現地踏査に基づいて

作成した。

　；畜産に特化しているため飼料作物の作付が極めて多い。飼料作物は青刈り用トウモ1ココシ

及び牧草に代表され，これら2作物によって，この地域の作付面積の66％が占められている。

これら2作物は，輪作されており土地利用に関する両者の区男麺は一時的なものである。基本

的輪作体系は図一12に示したが，青刈り用トウモμコシと牧草はほぼ3年おきに輪作され，

青刈り用トウモロコシの後作にライ菱が作付けられる場合もある。

　飼料作物についで桑の作付けが目立つ。しかしその存在場所は西北部上段部分に限定さ

れ，南原地域内部にはみられない。これらの土地は入構者の所有地ではなく標高900m近く

の山麓に位置する既存集落（上戸，中条，与地等の集落）の農家の増反地である。

　疏菜類も若干児られるが，それらは散在しており，集団的な栽培は少ない。数少ない集団

的栽培地は，南原地区の農家の手によるものでなく，他集落の農家によって栽培されてい

る。

　南原地区では一般的な野菜を経営の中心に組込む農家はほとんどなく，わずかに宅地周辺

の自家用野菜を栽培しているにすぎない。

注5）以下南原地区と云うときは南原集落だけでなく西原集落も含めて述べることとする。
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装一6各農家の作付状況（48戸）

拝影 …二．
罹

一 作付三三（a） 割　　合（％）

稲

二二穀類

235

279

2．0

2．3

麦・ソ　バ

スイートコーン

種子用トウモロコシ

29

195

55

0．2

1．6

0．5

飼料で型物 10，738 89．1

青刈トウモロコシ

牧草
ライ麦

その他

豆類
芋　類

二亙二芸f乍4勿（タ／ミコ）

野　葉

果　樹

　桑

自家絹野藁

4，435

4，340

1，608

　355

36．8

36．0

13。3

2．9

125

72

85

83

20

100

312

1．0

0．6

0．7

G．7

0，2

0．8

2．6

計 12，049 100

　図一6では地域の周辺部に廷！入り作が混在しており，また踏査地域が限定されて全農家の

作付状況をとらえがたい。全農家からの聴取りによって作付萬i積をみると十一6の通りであ

る。

　飼料作物の作付が全経営耕地の89％に達し，他の作潔は極めて少ない。昭和45年頃には野

菜（加工トマトや根菜類）も増潴の傾向を示したが，栽培管理や収穫・出荷に手閥がかかり

酪農経営とは両立しがたいとの理由で止められていった。それ以降これらの作物は著しく減

少してしまったのである。

　水田は南原地区内にわずか49a存在するだけで，他はすべて地域外に所有している注6）。

その保有農家は10戸（21男）にすぎない。

　さらに全農家を経営形態別に酪農々家，肉牛生産農家，非畜産農家に分け，作嗣構成をみ

ると図一7のようになる。

　これら3つの農家群は作目構成の内容と1戸当りの作付面積に明らかな相異がみられる。

酪農々家，肉牛生産農家，非畜産農家の平均作付画積は，それぞれ，3．80ha，1．37ha，0．53

haである。

　酪農々家と肉牛生産農家では経営耕地の大部分に飼料作物が作付けられ，作付面積の上か

らも特化傾向を明確に示している。

注6）主として西天竜用水掛りの水田を保有している。



82 信懸大学農学部紀要　第18巻第1号（198の

0　　　　　　　　　　　50 100％

　酪農農家（28戸）

皆ケ…イ寸面番責　106．5ha

耕地利茸；率116．5％

　　　　飼料作物
青刈トウモロコシ　i　牧草
　39．9％　　　　　　雛　　39曾5％
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　　3≦．6％　　　雛24．1％穀

桑

18、3％

4．4％ 繍騨瀟購自響
　非畜魔農家（16戸）

作付面積　　8．52ha
彩卜f也不瓠用z享亙　　79．6％

水稲

135財

麦．雑穀類

27．6％

弧芋蠣難野菜
　　a2％10．o％8．6ヲ6三2．9％

自家用野

菜
三6．9％

騰23％

図一7　農業経當励の作員構成

非畜産農家は水稲と自家用野菜の占める割合が高くなる。

自給的である。また大部分が第2種兼業農家となっている。

しかし作付面積は極めて少なく

狙一2　土地所有と経営規模

　南原地区の各農家は昭和27年に約1．6haの耕地と若干の宅地の配分を受けた。その後離農

者の土地を購入したりして，現在1戸当り平均所有耕地面積は1．90ha々こなっている。

の
∬
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　　　　　　　概有耕地蕨積

　　　図一8　所有面積と経鴬面積
経鴬面積7．Oha（所有面積2．8ha）の酪農

総経営耕地罰積
　　　王04．57ha
内酩農農家の経営耕地置積
　　　90．68｝遷a（86．7％）

　　　自作地
　　68．82ha
　　　（65．8％）

籍雛菱　　／ワ
10．27ha　　　　借入地
（g．8％）　　　　　　　35．75｝ヨa

　　　　　，！（34．2％）
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〆の借入25」臨

　卿ξ1

∫也区内二二差寒国　12．62｝1a

からの借入
エ2．86ha
（五2．3％〉

　　総所有耕地面積

　　　　　9L47ha
　　内酪農農家の駈有耕地譲積
　　　　　61．21ha（66，7％）

　　地区外の所有地
　　1，2』a（1．3％）
；

∫
｛
5

葺

　　自作地
　　69，96ha
　　（76．5％）

、　　原野・不作付地
、

、　　2．98ha
　＼　　　　（3．3％）

貸出地
18．53ha
（20．3％）

　　㌦
　　　　　地区外農家への貸出地
　　　　　5．91ha　（6，5％〉

地区内農家への貸出地

　（ユ3．8％）

図一9　農地の貸借関係

家1戸は図面の都合で除いた
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　さらに酪農感化に伴ない，所有耕地と経営耕地の乖離がすすみ，農家の経営耕地規模は上

下に分解している。それは酪農八家（肉牛生産農家を含む）と非畜産農家との間で，土地の

貸借が生じ，酪農墨家は土地を借入れて規模拡大層となり，非畜産農家は主として酪農々家

へ土地を貸出す側で規模縮少膠となっている（図一8）。

　この様な傾向は酪農に特化している他の醐拓集落でも同様である。

　南原地区の48戸の農家の総所有面積91。47haのうち20％の18。53haが貸出され，また総経

営面積104．57haのうち34％の35．75haが借入れ地である（三一9）。借入れ地面積の大きい

ことは，南原地区内部では自己の経営に見合うだけの耕地を得ることができず他集落の耕地

まで借り受け出作りをしなければならない状況を示している。

　償那西部闇発地区内の多くの集落では，集落内の土地の貸出し面積が借入れ面積を上廻る

傾向を示している。例えば前報4）でみた野菜を中心とする多f乍目集落の羽十部落における，

集落内の貸借関係は貸出し面積48．06haに対して借入れ面積は30．84haとなり，他集落農家へ

の貸出し面積が17．22haも存在する。これらは他集落の規模拡大農家によって借入れられて

いるのである。

　しかし南原地区の様に酪農に特化した集落では，上記の傾向とは逆に貸出し面積よりも借

入れ颪積が上廻わり，経営規模を拡大しようとする動きが活発である。これは酪農々家の頭

数規模拡大に伴なって生じる粗飼料確保のための経営耕地面積の拡大である。

蓑一7　農地の貸借の方法 （単位揮）

借入地
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　土地の貸借の方法（表一7）は，彬対によるものがほとんどであり，契約期問も一年ごと

に更新されている。また口約東によるものが多く契約文書もとりかわされていない場合が多

い。借地料は10a当り1年間3，700円から6，000円となっている。この様な方法は羽前部落

などとも共通的な方法である。

孤1－3　飼育頭数と耕・地薦積

　南原地区の総経営耕地面積の87％が28戸の酪農々家の経営耕地となっており，酪農々家に

よって南原地区の農業が担われている。非勢産農家は，大部分が2兼農家で経営面積も小さ

く自給的色彩が強い。

　それ故，酪農々家の動向は重要なものである。

　酪農々家の飼育頭数拡大の可否は自給飼料の確保ができるかどうかによって大きく影響さ
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　当然この様な点は酪農々家にも認識されており，

大したいと望む声も強く存在する。しかし現在のところ経営耕地面積拡大という対癒より

も，水稲農家からの粗飼料としてのワラ購入や濃厚飼料購入によって対応している。それは

後述する労働力の面からも一定の限界が存在しているのである。

れる。飼育頭数と経営耕地面積との関係を

図一10に示した。10頭以上層の経営面積は

2ha以上であり，これら農家は先の図一8

に示した耕地を僻り入れて拡大している層

である。飼育頭数の増加に伴なって経営面

積は増大している。しかし，この関係は20

頭規模以上になると，その度合を鈍化させ

ている。20頭規模以上の酪農家では1頭当

りの自給飼料供給源としての経営耕地面積

が10頭規模以下農家より減少する傾向を示

している。これは当然購入飼料に依存する

割合を高めていることを示すものであり，

飼料代高騰による酪農経営の不安定要因と

なるものであろう。

　自給飼料確保のために経営耕地面積を拡

璽一4　飼育頭数と労働力

　南原地区の酪農経営においては，酪農々家の労働力は大部分，家族労力にたよっている。

すなわち今までの多頭化の方向は家族労力の許す範囲内での多頭化であった。

　酪農部門での雇用労働力は全くなく，耕種部門においてのみ作業の一部を農協の機械組合

や生産組合に委託している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年間酪農従事月数と飼育頭数との関係を
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図一11酪農々家の飼育頭数と酪農従鄭月数

図一11に示した。この図から①後継者のい

る酪農輝輝の飼育頭数の拡大と②農家世帯

主の年令による飼育頭数の変化が読みとれ

る。

　年闘30ケ月以上の労働力を有する農家は，

20～30才代の後継者が存在し，家族労働力

3人を有している。これら農家（6戸）は

後継者の経営参加によって急激に頭数をふ

やし，現在！戸平均40頭規模にまで拡大し

ている。そして今後の営農拡大に対する意

欲も強く，土地を購入又は借入れて自給飼

料確保を求めているし，頭数や施設の拡充

に意欲が強い。

　栽培技術の平準化している水稲栽培とは
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異なり，熟練技術を要する酪農では後継着の有無が今後の経営の大きな鍵となっているので

ある。その点でこれら後継者のいる農家によって南原地区の酪農は今後リードされていくも

のと考えられる。

　今まで南原地区の飼育頭数の拡大は，入植一世代の労働力の許す範騒で行なわれてきた。

現在60才台の入植～世代によって経営されている農家（6戸）は飼育頭数も20頭以下であり，

これら農家はいずれも後継者なしと答えている。現在のところ農地を借入れて経営規模を拡

してきた階層であるが，今後は今までのような拡大を指向していないし，また施設の拡充も

考えられておらず現状段階に留まろうとしている。中には現在借りている農地を返還し，規

模を縮小したいと望んでいる農家も存在している。

　後継者のいない農家では，労働力確保が困難という理由で酪農放棄される場合もある。例

えばC農家の場合世帯主の老令化と通勤にでていた息子の転勤に伴ない54年9，月に酪農がや

められた。50年当時所有耕地2．50haの他に1．26haの耕地を借入れ，3．76haで飼料作物を栽

培し，10頭の搾乳牛を保有していた。しかし酪農を放棄した後は，借入地を返還し，霞己所

有耕地2．00haを貸出し，0．45haを不作付送とし，わずか5aに自家用野菜を作付けるだけと

なった。

　この様に労働力不足から発生する酪農放棄はほぼ完全離農という形態をとって発生する揚

合が多い。水稲作の様な兼業化という形態をとらず，また一般作物への転換という形態をと

らずにダイレクトに離農という形態になっている。

皿一5　機械導入と機械利用組織

　爾原地区の酪農々家のトラクター更新の頻度と密産施設導入の多さは驚くべきものであ

る。特に後継者の存在する農家のトラクター一の大型化の傾向は著しく最大70馬力級に達して

いる。また2～3年ごとに大型機械に更新しているのである。例えば経営耕地面積7．Oha，

飼育頭数60頭，50才代央婦と20才代の後継者を有するA農家のトラクター購入は，43年20

馬かこ始まり，48年28馬力，51年55馬力，53年73馬力と年々大型機種へと更新が進んでい

るのである。

　この様な偲別所有機械の増加と大型化と同時に各種補助事業注7）により導入した機械利用

組織も存在する。

　昭和45年第1次農業構造改善事業で導入された農機を中心に組織された農協の機械化組

合注8）や51年緊急粗飼料増産総合対策事業で組織された南原飼料生産組合などがある。

注7）昭和40年代後半以降の各種事業の導入状況は次の通りである。

　　　昭和49年・特殊地域乳用牛増殖事業

　　　　　　　・水田飼料作物作付増進家畜導入事業（～54）
　　　　　51　　●緊急離工飼巧5斗‡曽産総合文上策讐事業　（～52）

　　　　　52　・畜産環境整備地力増進対策導環（～継続中）

　　　　　52　・策2次農業構造改善事業（～53）

　　　　　　　　酪農団地の整備
注8）この組合の活動籍囲は南箕輪村と伊那市の一部であり，オペレーターとして盤協職員1名が専従

　　しており，優繁期は農家の後継者がオペレーターに三門する。トラクター使用料1時間2万円，オ

　　ペレーター賃金1時間1，000円である。
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表一8　緊急粗飼料増産総合対策事業の内容

組合が購入した農業機械の内容 事業費および補助額

昭和51年度

昭和52年度

トラクター4，600

ロータリーE70

バキュームカーTVC！200C

ライムソアーF185T

ディスクモアーMoM120A

ピックアヅプワゴン770W

フロントμ一思ーH652撮

ピックアヅプワゴンTPW30A

ファームワゴンキッi・DW－1000

ローラTKR180B

ジャイロヘーメーカーMGH300A

リヤーウエイトASSY
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1
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1
　
　
1

＊
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丁
台
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μ
　
－

　
　
　
＊

台
目

－
　
　
王

事業費

補助額

6015，000円

3007，000円

事業費

補助額

6265，000Fヨ

3145，000Fj

＊25馬力級トラクター用アタッチメント

　前者は青刈りトウモロコシの収穫作業とサイロ詰め作業の受託を行なっている。40年代に

は平起作業の受託が主であったが，各農家にトラクターが導入されてから耕起部分の受託が

減少している。南原地区の酪農家のうち13戸が農協に作業の一部を委託している。これら農

家の大部分が後継者のいない農家であり，労働力不足のカバーど機械の過剰保有をさけるた

めに委託しているのである。

　また後者の南原飼料生産組合ぱ11戸の酪農々家で組織され，前記事業で農業機械を導入し

て共同利用を行なってきた。ここでは65馬力級トラクターを中心に表一8に示すようなアタ

ッチメントを装備している。これらのアタッチメントは各農家所有のトラクター（25馬力級）

に接続させるために購入された。組合員は自分のトラクターを使用し機械使用料を支払い機

械を借りだしている。この組舎は実質的には機械化組合であり，機械の過剰投資をさけるた

めに事業を導入し組織された。しかし最近では後継者のいる農家（11戸中6戸に後継者が存

在する）の機械への投資の増加に伴ない60馬力級大馬力トラクター購入が進展している。そ

うした中で生産組合が中型25馬力級トラクターに合せて購入した作業機械の使用瀕度の減少，

更新さらに再購入等について組合員全員の意見の統一ができない状況が生じている。しかし

この組織は組合員相互の精神的つながりになっていることはたしかである。

　さらに南原地区の5戸の農家が昭和52年から第2次農業構造改善事業を導入して畜産団地

作りをし，畜舎，堆肥舎，各種施設の導入をはかっている。また他の農家も農業近代化資金

を借りて，パイプラインミルカー，バーンクリーナー等の導入，さらに村田事業の密産環境

整備地力増進対策事業によるマニュアスプレッダー，ファームワゴン，バキュームカー等の

導入をはかっている。

　これらの農家の大部分は20～30才の後継者のいる農家や世帯主が40才代の農家である。

皿一6　地力維持と輪作体系

　各農家は開拓地での熟畑化が非常に困難で，そのため多くの苦労をしたという経験を持つ。
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そのため地力維持には極めて関心が強い。地力維持のために輪作と堆厩肥の投入が行なわれ

ている。

　南原地区の耕地のうち90％近くの顧積で飼料作物が作付けられ，それらは青刈りトウモロ

コシ，牧草（オーチャードグラス，レッドクローバー，イタリアンライグラス等），レープ，

ムラサキカブ，ライ麦等である。酪盤々家はこれらの飼料作物を輪作している。その体系は

表一9の通りである。28戸の酪農家のうち20戸が一定の輪作体系をとり栽培が行なわれてい

る。そして輪作に組込まれる一作物の作付け期閲はほぼ3年が平均的である。この基本的形

態を図一12に示した。

袈一9酪農々家の輪作体系

形 態 附着
牧草一青刈トウモロコシ

青刈トウモロコシーライ麦一牧草

不明
6
4
8

1 内一戸は間にムラサキカブを導入

内一戸は間に野菜を導入

雪
ロ

1 28

1591591591591 591591（月）

飼料用　　　　飼料用　　　　飼料用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レープ
トウモロコシライ麦トウモロコシライ麦トウモロコシ　　　　　　牧草　　　　　　　　ムラサキカブなど

←一→←一一一→〈一→←一一一一一〉←→←一一一一一一一→←→
　　　　　　　　作1札ない
　　　　　　　　人もある

　　　　　　　図一12　飼料粥作物の基本的な作付形態

　一方堆厩肥投入をみると，酪農家はことごとく自己の圃場に堆厩肥の投入を行なってお

り，その投入量は反当り平均4．3tに達する注9）。

　この様な多量の堆厩肥の投入は多頭化に伴って発生する糞尿の処理に役立っている。また

地力維持のための自己の圃場内散布だけでなく，水稲農家のワラとの交換物となったり，借

入地の借地料のかわりに厩肥散布を行なっている農家もある。

　各農家は連年にわたる多量の堆厩肥の投入により地力は充分で，保水力も十分になったと

考えており，これが一節で述べる畑地かんがい反対の大きな理由になっている。

IV以上のまとめ

　豆及び皿において南原地区の営農の展開とその実態について述べてきた。ここで一応のま

とめをしておこう。

　①南原地区は戦後の開拓地で，入植当時は在来のあらゆる作物が作付けられてきたが，

畑地の地力不足から皐害や冷害による大被害を受けてきた。このため昭和28年災害に対する

注9）高原野菜で有名な野辺出開拓地における堆厩肥投入量は10a楽り平均3．Otである（昭和49年調

　　査）6）。野辺山地区と比しても南原地区の堆厩肥投入量は多い。
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恒久含鉛と同時に畑地の熟畑化を求めた有畜農業が属指され，これが現在の酪農特化の基礎

を作った。

　②酪農は多頭化の方向をとり，昭和55年には農家一戸当り∫｝z均！9．顛の飼育になり，そ

れに伴なって耕種部門は飼料作物セこ転換してきた。

　③南原地区の農家は，酪農農家肉牛生産農家及び非畜産農家に分けられ，前2者は借

地により経営規模を2．Oha以上に拡大している。～方後者は耕地を貸窪し，規模を縮小して

いる。

　④南原地区内の土地の貸借は借り手の増大に対応できない。そのため酪農家は耕地の拡

大を周辺集落の耕地に求めている。

　⑤酪農農家の労働力は農業後継者（入植2世代隣も含む）が11戸の農家に存在し，30才

以下の労働力を保有している。しかし一方で後継者のいない酪農々家も相当数存在する。こ

れら農家の高論化に伴なう経営規模の縮小傾向が見られ，また今後も続くものと考えられ

る。

　⑥後継者（入植2世代撰も含む）のいる酪農家の美嚢購入は臼ざましいものがあり，特

にトラクター購入に顕著に表われている。

　⑦非畜産農家は耕地貸乱し農家で，酪農を放棄した農家や従来作物を継続してきた農家

で構成される。特に酪農を放棄した農家は自給野菜栽培にしか従事せず大部分の耕地を酪農

々家に貸出している。

V　畑地かんがいと今後の水利用

　以上の検討から，南原地区は酪農々家の動向によって集落営農の方向が規定されることは

明らかである。

　この地区の多くの農家は畑地かんがいに対して明確に「反対」を表明しており，伊那西部

開発地区内で最も反対をとなえる農家の多い地区である。特に酪農々家のほとんどが畑地か

んがいは必要ないと述べている。昭和47年／0月には畑地かんがいに反対する南原：地区の酪農

尊家を中心に「南箕輪西部対策組合」が結成され，村当局と土地改良区不参加等について協

定カミ糸吉をまごれた。

　伊那西部開発における昭和30年後半からの計画模索期や伊那西部開発調査期（田畑輪換

期）2）における水田造成に対しては，これらの農家も積極的に賛成したものの，この畑地か

んがいに対しては消極的である。また，かつて昭和30年の皐ばつの大被害を受けた後，33年

頃より畑地かんがいの促進を村当局に陳情したこともあった。当時は陸稲　トウモロコシが

主作物であり，これら作物の早害が著しかった。この様な作物を作付している限り受災の危

険性があるため，これを解消するために畑地かんがい計画が生まれたのである。しかし水利

権を得ることが嗣難で深層地下水の揚水が考えられ，37年2ケ所で調査ボーリングが行なわ

れた注10）。しかし畑地かんがいに必要な水量が確保できず計画は断念されていった。それ故，

水の制限性を受けない酪農が指向されたのである。

注10）この調査井戸は現在簡易水道源として使用されている。これによって搭原集落の水不足は解消し

　た。
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　伊那西部開発における水田造成に対しては自給飯米の確保という長年の夢がかなえられる

として農家は賛成をしたのである。現在でも水田ならば賛成という考えをもっている農家は

酪農々家の中にも存在し，特に入植1世代の60才代の農家にみられるのである。

　水田造成計礪が生じた段階では酪農もまだ安定拡大期に入っておらず，1～2頭規模であ

ったため，水稲は他都門の作目にタ寸する安定作目としての期待があった。

　現在酪農が拡大している状況の中で，畑地かんがいは必要なしと述べている農家の声を集

約すると，次の3点にまとめられる。

　①多額の事業費をつぎこんでも収益の増加の見込みがないこと。それは主として飼料作

物に灌水してもそれ程増収効果がないことが理由である。生獲の増加量はあろうが，乾草と

した場合はどうかという不安である。

　②堆厩肥の多蟻の投入により熟畑化が進み，地九保水力ともに一段とよくなっている

こと。それ故果ばっに対する心配もないということ。

　③維持管理費及び施設費の負担が大きいこと。たとえ一覧県の補助があったとしても

経営規模が大きいため各農家の負担が大である。これは①とも直接に関連している。

　一方非畜産農家は，耕地を貸し出し経営規模を縮小し，中には土地を処分したいと考えて

いる。このような状態のもとでは畑地かんがい施設に対する投資には極めて消極的である。

　現在畑地かんがい施設の篤農家の費用負担額もまた費用負担の方法も決まっていない。し

かし耕地の貸儀が活発に行なわれているため，各農家は費用負担を土地所有者がするのか，

又は借手の農家がするのかという点で大いなる不安をもっている。

　以上の様に畑地かんがいに対しては多くの酪農々家が反対を表明しているが，現在の水利

用の方法をみると，酪農と云えども水に規制されている部分が多いと云わざるを得ない。

　現在畜産用水に用いられる水は，ほとんど水道水である。

　酪農々家の中には畑地かんがいには反対だが水がきた場合何に使用するかと問うた讐の中

にわずかではあるが畜産用の洗浄，家畜用水として使用すると答える農家が存在する。

　これは，水道用水が潤沢に使用されているわけではなく，また水道水利用では充分な利用

ができないことを示しているものと云えよう。例えば箕輪町一の宮の飼育頭数30頭の酪農家

では1ケ月200m3程度の水道水を使用し，1ケ月2万円程度の水道料金を支払っている。農

家にとってはかなりの負担となっているのである。これは水道水をもって畜産用洗浄，家畜

用水としている部分か，畑地かんがい用水で代替できる可能性を来しているものと云えよう。

ただ伊那土地改良区の寒水を揚水する畑地かんがい用水に対しては作物への灌水はともかく

家畜の飲用水としての水質に対する不安があることもみのがすことができないのである。

お　わ　り　に

　以上南原地区の酪農特化の過程と営農の実態をみ，これら営農の中での畑地かんがいに対

する考え方をみてきた。

　営農の実態については，土地，労働力，機械，飼育頭数についてのきわめて概括的な検討

に終ってしまった。

　酪農経営が現在おかれている状況の中から今後の方向がさらに検討されねぽならないがそ
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れは今後の課題としたい。そして次の3点はさらに深く検討しなければならない問題であろ

う。①経営拡大指向と土地の貸借関係の問題②後継者のいない入植1世代の高令化に伴な

って生じる今後の動向，③後継者のいる農家の機械投資の問題。

　この様に各種の問題を含んでいながらも，農家の多くは，気持としては規模拡大を望んで

いる。そして畑地かんがいに対しては，収益の増加が費用負担を上廻わらない，さらには酪

農には畑地かんがいは必要ないという意識を強くもっているのである。

　本報告をまとめるにあたり，南原地区の農家の方々に多大の協力をいただきました。記し

て感謝申し上げます。また各農家への聴取り調査には本研究室専攻生の永井考介，蒲谷直樹，

蟹江鑑一，小池洋美，田中庫夫，水野芳彦，森田敏夫の諸鴛が参加し，とりまとめを，木村，

酒井が行なった。
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    A Case Study on the Ina-Seibu Agricultural Development Project

        Ⅴ. Process being particular to dairy farming in the reclamation

           settlement and farmer's account for irrigation system.

                  Kazuhiro KIMURA and Shinichi SAKAI

        Laboratory of Agricultural Engineering, Fac. Agic., Shinshu Univ.

                                Summary

   We extended our investigation of agricultural actual conditions in Ina-Sebu

district, where we have dealt with the previous papers.

   Minamihara district, Minamiminowa village, where sbows a special feature of

dairy farming, was chosen in the present study.

   Some settlements belRg particuiar to dairy farming exlst in the district where

may get the benefits from the Ina-Seibu Agricultural Development such as introduc-

tion to the field irrigation system. And these settlements were opened by the

Emergence Reclamation in 1946.

   Minamihara district is one of the typical exampte in these settlements.

   It seems that Ina-Seibu district may be affeceed remarkably by the agriculture

of these settlement, because dary farming is managed by large scale and by many

labors and capitals.

   And, the farmers in these settlements opposed to introduce tke iyrigation system.

   In the present paper, we examined on following 3 points;!) the process being

perticular to dairy farming, 2) the internal agricultural condition of farm-household,

3) the farmer's accouRt for water use and irrigation farming.


